
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、２２年４月１日現在の人数である。

(3) 特記事項
①平成１９年４月から特殊勤務手当の一部廃止・見直しを実施しています。（年間３８０万円の削減見込）

②平成２０年７月から平成２３年１２月までの間、理事者の給料を減額しています。
　（市長20％、副市長15％、教育長10％を減額し、年間４４０万円の削減）

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
 　　　

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。
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（５）給与改定の状況

※須坂市には人事委員会が設置されていないため、人事委員会による勧告はありません。

　月例給の給与改定率・特別給の年間支給月数は、国に準じて改定をおこなっています。
①月例給

　　　　　　　

②特別給

　　　　　　　

２　一般行政職給料表の状況（平成２３年４月１日現在）
※須坂市は７級制の給料表を適用。

（単　位　：　円）

３　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２３年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

円

須坂市 325,352 379,605

円327,205歳

歳

45.6長野県

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の
　　支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

（国ベース）

区　　分 平均給料月額 平均給与月額

６級

円

414,205

392,033

円

385,082円

397,723

356,410

―

円

円

円

類似団体 円330,099

月

歳

349,229

―

平 均 年 齢 平均給与月額

１級 ２級 ３級 ５級

355,929

――

月

（参考）

22年度 月 月

― ―

区　　分

人事委員会の勧告

割合　　　　　　A 支給月数　　　B （改定月数）A-B

較差民間の支給 公務員の 勧　告

― ―

円22年度 円

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラス

（参考）

国　の　年　間年間支給月数

支　給　月　数

％

―

国　の　改　定　率

A

―

円

月

（　　　―　　　％）

　　　パイレス比較した平均給与月額である。

―

月

―

42.3

43.7

B

円

円歳

公務員給与 較差

％

国

42.2

民間給与区　　分

A-B

人事委員会の勧告

勧　告

（改定率）

給　与　改　定　率

％

７級 ８級

261,900 289,200 320,600222,900

424,600

―

（注）給料月額は、給与抑制措置を行う前のものである。

４級 ９級 １０級

１号級の
給料月額

135,600 185,800 366,200 ― ―

最高合給の
給料月額

243,700 309,200 356,400 390,100 402,500 ―― ―458,400
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　　　　②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円

歳 円 円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

　廃棄物処理業従業員及び用務員については、全国計であり、その他は長野県計である。　

　　　　③消防職

（注）１　「平均給料月額」とは、２３年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 
　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお
　　　　いて明らかにされているものである。　
　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、　　　

　　　　特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再

　　　　計算したものである。

293,310 319,180

434,638 377,338

－

249,300

－

円

円

うち学校給食員 0 0 00

うち学校給食員 3,359,000

円

区　　　分

356,884

342,902

354,933

49.8 382,396須坂市

うち自動車運転手 2

9

うち用務員 953.5

47.7

368,256

248,700

－－358,311

374,990

356,286338,320 374,039

1.50廃棄物処理業従業員

用務員

44.6 290,600

自家用乗用自動車運転手

53.8

51.5

53.8

須坂市 －

－

国 －－

長野県

参　　　考

322,707

参　考

0 44.8

うち清掃職員

－

1.79

1.50

－

Ａ／Ｂ

209,700

0

年収ベース（試算値）の比較

職員数

321,662

315,802

－

298,396

6,015,477 2.04

－

平均給与月額

（国ベース）（Ａ） の類似職種

対応する民間平均給与月額

－

―

40.2

長野県

平均給与月額

―

歳 349,378

―

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全において完全に一致しているものではない。

※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員において前年度に支給された

338,975 円

区　　分

0.00

平 均 年 齢 平均給料月額

公　務　員

平均年齢

民　　　間

平均給料月額
平均給与月額

（Ｂ）
平均年齢

うち清掃職員 4,035,300

5,929,316

　期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

―

―

310,111

6,799,212

Ｃ／Ｄ

3,487,600 1.70

（Ｄ）

－

2,943,200

公務員

（Ｃ）

44

うち自動車運転手

うち用務員

区　　　分

類似団体

49.5

49.4 －

須坂市

53.0

国

――

360,756 円類似団体 38.9 歳

―

調理士

民間

322,387

－

－310,252

－

3,689

293,795110

－

平均給与月額

円

（国ベース）

283,862

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成２０～２２年の３ヶ年平均）

－

0.00

－

1.68
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（2) 職員の初任給の状況（２３年４月１日現在）

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２３年４月１日現在）

４　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（２３年４月１日現在）

（注）１　須坂市区町村の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

―

―

―

―

172,200 円

須坂市

（Ⅱ種）１７２,２００

円

140,100

円

（Ⅰ種）１８1,2００

長野県

円 142,300

円

140,100

国

175,600

4.9
１　　級

主事、技師、主事補、技師補又はこれ
に相当する者及び上記以外の者の職
務

37.9

人

人

人

11

主事、技師又はこれに相当する者のう
ち比較的高度の知識経験を必要とする
業務を行う職務

3.6

0.0

％

85

５　　級

％

％

構成比

３　　級

％
課長及び課長相当職又は参事の職務

円137,200

円

32

8

円

0

円

円

―

円

４　　級

部長及び部長相当職のうち、別に定め
るものの職務

140,100

７　　級

職員数

６　　級

経験年数
７年以上１０年未満

区　　　         分

消防職

259,111

区　　分

人

59

14.3

29

課長及び課長相当職又は副参事の職
務

課長補佐、課長補佐相当職又は主
幹、技幹の職務

係長、企画員及び係長相当職又は主
査、技査、主任主事、主任技師若しく
はこれに相当する職務

高　校　卒 140,100

―

―

287,800256,800大　学　卒

高　校　卒

中　学　卒

高　校　卒

技能労務職

一般行政職

２　　級

標準的な職務内容

技能労務職

消　防　職

高　校　卒

―

区　　　　　分

人

一般行政職

人

％

26.4

大　学　卒

円

経験年数
１0年以上１5年未満

円

経験年数
１５年以上２０年未満

329,500

経験年数
20年以上25年未満

円

円

328,200

314,500

245,900 円円

367,000

円

―

高　校　卒 291,900209,300 円

―

円

―

円 293,400

中　学　卒

高　校　卒 347,086

12.9

円

％

154,400 円355,593

％

人

円 円

―
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　（注） 平成○年に８級制から６級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ　（注）　平成１８年に９級制から７級制に変更しています。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級を
　　それぞれ統合しました。）

（2) 昇給への勤務成績の反映状況
　

○人事評価制度については、現在試行中

５　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（22年度支給割合） （22年度支給割合） （22年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

 月分 1.35  月分  月分 1.3  月分  月分 1.35  月分

（ 1.45 ）月分 ( 0.65 ）月分 （ 1.35 ）月分 ( 0.65 ）月分 （ 1.45 ）月分 ( 0.65 ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・　役職加算　　　５～１５％ ・　役職加算　　　５～20％ ・　役職加算　　　５～20％

・　管理職加算　15～25％ ・　管理職加算　10～25％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

　【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

○人事評価制度については、現在試行中

１人当たり平均支給額（22年度）１人当たり平均支給額（22年度）

須　　　坂　　　市

－

国長　　　野　　　県

1,5311,367

2.6 2.5 2.6

１級 

4.9% 
１級 

7.0% 

１級 

7.3% 

２級 

12.9% 

２級 

14.8% 
２級 

12.9% 

３級 

37.9% 

３級 

33.6% 
３級 

36.0% 

４級 

26.4% 

４級 

28.0% 

４級 

29.2% 

５級 

14.3% 

５級 

13.1% 

５級 

11.6% 

６級 

0.0% 

６級 

0.0% 
６級 

0.0% 

７級 

3.6% 
７級 

3.5% 
７級 

3.0% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成23年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比 
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（2) 退職手当（２３年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例 その他の加算措置 定年前早期退職特例

措置（２%～20%加算） 措置（２%～20%加算）

１人当たり平均支給額 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２２年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3) 地域手当

※須坂市では、地域手当の支給（制度）はありません。

 (4) 特殊勤務手当（２３年４月１日現在）

市税の滞納整理に従事した職員

高所（５メートル以上）又
は低所（５メートル以上）
の作業

43,191

14.9

1回　1,500円燃焼炉清掃点検作業に従事した職員

家賃等徴収手当

燃焼炉清掃点検作業手当

市営住宅の家賃、保育
料、国民年金保険料、
同和地区住宅新築資金
等貸付金、奨学金償還
金、霊園管理料、ごみ処
理手数料及びこれらに
準ずるものの滞納整理

１日 300円
市長が別に定める滞納整理に従
事した職員

１日 ４00円

行旅死亡人又は行旅病人の取扱
いに従事した職員

行旅死・病人取扱い手当

感染症防疫手当

職員全体に占める手当支給職員の割合（22年度）

手当の種類（手当数）

3,067

30.55

日額　４００円
（４時間未満　200円）

行旅死亡　１回 3,500円
行旅病人　１回 1,000円

主な支給対象職員

感染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関する法律（平成
10年法律第114号）第６条第２項及
び第３項に定める感染症並びに市
長がこれらに相当すると認める感
染症（以下「感染症」という。）の防
疫に従事する職員

高所低所作業手当

工事又は事故等により高所又は低
所で行われる作業（正規の勤務時
間による勤務の一部又は全部が深
夜（午後10時後翌日の午前5時前
の間をいう。）において行われるも
のを除く。）に従事した職員

感染症が発生し、又は
発生するおそれのある
場合において感染症患
者等の救護又は感染症
の病原体の処理作業に
従事したとき

支給実績（22年度決算）

１日　３００円

支給職員１人当たり平均支給年額（22年度決算）

左記職員に対する支給単価

10

千円

　円

　％

手当の名称

税務手当

352 24,899

主な支給対象業務

59.28

23.5

33.5

59.28

47.5

23.5

33.5

30.55

47.5

41.34

59.28

国須　　　坂　　　市

41.34

59.28

59.2859.28
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 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

死亡獣等収集作業手当
犬、猫等の死体の収集作業に従
事した職員

家畜伝染病防疫作業手
当

伝染病菌を有する家畜若しくは、
その疑いのある家畜に対する防疫
作業並びに家畜に対する予防業
務で補定作業に従事した職員

１日 ４00円

438

用地交渉手当

用地の取得又は用地の取得に伴う
物件若しくは権利の補償に関し、
現地において権利者との個別交渉
に従事した職員

１日 300円

消防の業務に従事した職員

従事１回　6００円

３．当直勤務手当

（１）水火災のため出動
し、消防業務（救急業務
を除く）に従事した職員

出動１回　３００円

（１）救急現場に出動し、
救急業務に従事した職
員で消防長が特に認め
る患者等を搬送した職
員

（３）災害等の現場にお
いて遺体の収容作業に
従事した職員

２．特殊作業手当

出動１回　３００円

出動１回　１,０００円

出動１回　３００円

（２）救急現場に出動し、
救急業務に従事した職
員

出動１回　３００円
（救急救命士にあっては350

円）

（２）地面から５メートル
以上高い又は低い足場
の不安定な箇所におい
て消防業務に従事した
職員

168,536

401

１．出勤作業手当

当直勤務に従事した職
員

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 21 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ 21 年 度 決 算 ） 157,377

１回 300円

支 給 実 績 （ 22 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 22 年 度 決 算 ）

消防業務手当

7



（6) その他の手当（２３年４月１日現在）

交通機関等利用者：
運賃等相当額
（１か月当たりの運賃等相当
額が55,000円を超えるとき
は、
１か月当たり55,000円）

交通用具使用者：
片道
2km以上5km未満　2,200円
5km以上6km未満　4,100円
6km以上10km未満
　越える距離1km毎に
　200円を4,100円に加算
10km以上15km未満6,500円
15km以上20km未満8,900円
20km以上25km未満11,300
円
25km以上30km未満13,700
円
35km以上40km未満18,500
円
40km以上45km未満20,900
円

通勤手当

家賃23,000円以下は家賃か
ら12,000円を控除した額
家賃23,000円以上は家賃か
ら23,000を控除した額×１／
２＋11,000円
（限度額27,000円）

住居手当 千円

支給実績
(平成22年度決算）

千円

配偶者　　　　　　13,000円
１人目、２人目　　6,500円
配偶者のいない職員の扶養
親族のうち１人目　11,000円
その他　　　　　　　5,000円
※16歳になる年度初めから
22歳になる年度末までの子
に対する扶養手当は
5,000円を加算した額

千円

同じ 円

303,086

47,697

-

手当名

須坂市臥竜公園管理事務所に
おける当直の業務5,100円
上記以外　4,200円

宿日直手当

扶養手当 千円

15,645

-

54,899

19,398

国の制度と
異なる内容

国の制度と
の異同

支給職員１人当たり
平均支給年額

（平成22年度決算）

229,699 円

円

円

同じ

内容及び支給単価

国：
交通用具
使用者：
5km以上
10km未満
4,100円

同じ

異なる
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夜間勤務手当

部長等
　　66,200円
課長等
　　54,300～52,300円
現地機関の長等
　　41,400～38,100円

同じ

休日勤務手当
勤務１時間当たりの給与額
　　　　　　　　　　×135／100

勤務１時間当たりの給与額
　　　　　　　　　　× 25／100

千円

千円

30,410

11月から翌年の３月までの
期間支給

扶養親族のある世帯主
　　　　　　　　月額17,800円
その他の世帯主
　　　　　　　　月額10,200円
その他の職員
　　　　　　　　月額 7,360円

災害応急対策又は災害復
旧のため国又は他の地方公
共団体から派遣された職員
で住所又は居所を離れて本
市の区域に滞在することを
要する者に支給

公の施設又はこれに準ずる
施設　　　　　日額3,970円

その他の施設
30日以内の期間
　　　　　　　　日額6,620円
30日を超え60日以内の期間
　　　　　　　　日額5,870円
60日を超える期間
　　　　　　　　日額5,140円

千円

部長等　8,000円
課長等　6,000円
現地機関の長等　4,000円

135,000千円

-

33,855

135

-

同じ

同じ

管理職特別勤務手当

管理職手当

災害派遣手当

-

円

-

円

円

千円 - 円

千円

（国：管理
職員特別
勤務手当）
1種
　12,000円
2種
　10,000円
3種
　 8,500円
4種
　 7,000円
5種
　 6,000円

円

円

583,701

65,116

-

寒冷地手当

異なる

異なる

無
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６　特別職の報酬等の状況（２３年４月１日現在）

円

（ 円 ）

円

（ 円 ）

円

（ 円 ）

円

（ 円 ）

円

（ 円 ）

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

任期毎

任期毎

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         
     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
           勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

市 長

区 分

報

酬

議 長

918,000

456,000

円／

給 料 月 額 等

1,030,000 円734,400

円

円

円／

副 市 長

９１８,０００　×　５０/100　×　４８　＝　２２,０３２,０００

７６０,０００　×　３５/100　×　４８　＝　１２,７６８,０００

備　　　　考

副 議 長

646,000

543,000

　　（22年度支給割合）

475,000

報酬月額　×　１．４　×２．９５

円／

議 員

（参考）類似団体における最高／最低額

報酬月額　×　１．４　×２．９５

355,000

期
末
手
当

退
職
手
当

円

円

401,500

市 長

387,000副 議 長

議 長

市 長

760,000

399,600

給

料

副 市 長

240,000

305,000

250,000503,000

副 市 長

　　（22年度支給割合）

議 員

円／

円／

822,000
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７　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

人）

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

人）

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

下水

水道

13

小　計

449

42

7

50 50

23 23

[  640 ］

493
合　　計

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

その他

須坂南保育園の廃止

-6

道路管理維持業務の一部委託

職 員 数

-1

小　計 443

議会

317

総務 -260

0

普
通
会
計
部
門

[     0　  ］

8

499

[  640 ］

20

主 な 増 減 理 由

0

＜参考＞

0

84.3

59.37

64.77

職員配置見直しによる減

＜参考＞

19

-3

（類似団体の人口１万人当たり職員数

教育部門

-5

（類似団体の人口１万人当たり職員数

0

1

消防部門 90

12

5

19

42

商工

税務 20

44

-1

平成２３年

対 前 年
増 減 数

5

62

　　　　　　　　区　　分

　部　　門 平成２２年

農林水産

50

89

108

総合計画終了、統計調査業務減

農業共済派遣減員

1

1

一
般
行
政
部
門

土木

1

14

12

計

労働

民生

1

-1

0

0

衛生

107

312

-6

43

53

保健予防業務体制の充実

＜参考＞

87.21

93.8

介護予防業務体制の充実

職員配置見直しによる減

-1

徴収業務体制の充実
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（2)年齢別職員構成の状況（２３年４月１日現在）

　

(3)職員数の推移

（　単 位　：　人  ・  ％）

（注）１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

　　　２　合併した団体にあっては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数。

 　 0  （　    0%）

522 515 512 503 499 493  △29  （△ 5.5%）

50 51 55 52 50 50

△ 1  （△ 1.1%）

472 464 457 451 449 443  △29  （△ 6.1%）

90 90 90 90 90 89

 △10  （△ 3.1%）

60 58 56 52 42 42 △18　（△30.0%）

322 316 311 309 317 312一般行政

教育

消防

普通会計計

公営企業等会計計

総合計

1

人人

19 3636

23歳 39歳未満
～

28歳

27歳

～ ～

35歳

24歳

31歳

32歳 36歳

～

区　分

職員数

20歳 20歳
～

54

40歳 44歳

493

人人

63 47 1

人 人

59

人人 人

計

60歳48歳

～ ～

52歳

以上

～

43歳 47歳 51歳

～～

人人

6263 52

人 人

59歳55歳

過去5年間
の増減数（率）

56歳

～

　　　　　　　　年　　度

　部　門　別
18年 19年 20年 21年 22年 23年

0

2

4

6

8

10

12

14

構成比 

５年前の構成

比 

% 
（例） 
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８　公営企業職員の状況
　(1)　水道事業
  　① 職員給与費の状況

ア　決算

　（参考）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、２３年３月３１日現在の人数である。

イ　 特記事項

①平成１９年４月から特殊勤務手当の一部廃止・見直しを実施しています。（年間３８０万円の削減見込）

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２３年４月１日現在）

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

（２２年度支給割合） （２２年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

 月分 1.35  月分  月分  月分

（ 1.45 ）月分 （ 0.65 ）月分 （ 1.45 ）月分（ 0.65 ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・　役職加算　　　５～１５％ ・　役職加算　　　５～１５％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

Ａ  

45.6

総費用に占める総費用

歳

 　　　1,495　　　千円　

区　　分

Ｂ　

千円　

210,918

2.62.6

　1,367　　千円　

１人当たり平均支給額（22年度）

純損益又は実

須 坂 市

２２年度 千円

348,194

市町村水道事業平均

23

職員数

千円

　　　　　　区　　分

95,124

47.3

平　均　年　齢

18,846

職員手当

人

基本給

円

須　坂　市　水　道　事　業

362,100 円

千円

148,337

　　　　　千円 千円

6,442

円

6,44934,367

　質収支

める職員給与費比率

職員給与費比率

２２年度

千円

２１年度の総費用に占

　　計　　Ｂ

　　　　千円

924,726

（参考）市町村水道事業

給　 料

22.8 21.5

１人当たり平均支給額（22年度）

　　　　　　Ｂ／Ａ

職員給与費

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費
　　　　　　Ａ 期末・勤勉手当 給与費 B/A

一人当たり

須　坂　市（水道事業除く）

歳

216,626

千円　

平均一人当たり給与費

区　　分

522,198

％ ％

535,892

円

平均月収額
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イ　退職手当（２３年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例 その他の加算措置 定年前早期退職特例

措置（２%～20%加算） 措置（２%～20%加算）

１人当たり平均支給額 千円 千円 １人当たり平均支給額 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２２年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当

※須坂市では、地域手当の支給（制度）はありません。

エ　特殊勤務手当（２３年４月１日現在）

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当・夜間勤務手当を含みます。

支給実績（22年度決算）

苛性ソーダ等の危険物取扱い及
び管理に従事した職員

薬品取扱手当

手当の名称

用地の取得及び共同管解消のた
め現地において権利者との個別交
渉に従事した職員

用地・共同管交渉手当

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 21 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ 21 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 22 年 度 決 算 ）

滞納整理手当

支 給 職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ２ 年 度 決 算 ）

職 員 全 体 に 占 め る 手 当 支 給 職 員 の 割 合 （ ２ ２ 年 度 ）

左記職員に対する支給単価

4,965

210

日額　250円

日額　300円

日額　300円

4

日額　４００円
（４時間未満　200円）

　％

236

647 千円

49,792 　円

56.5

須　坂　市（水道事業除く）

59.28

33.5

30.55

47.5

須　坂　市　水　道　事　業

24,899

23.5

41.34

59.28

59.2859.28

4,410

23.5 30.55

手当の種類（手当数）

主な支給対象職員

危険作業手当

主な支給対象業務

59.28

59.28

33.5

35200

41.34

47.5

支 給 実 績 （ 22 年 度 決 算 ）

滞納整理に従事した職員

工事及び事故等により高所（５メー
トル以上）、低所（５メートル以上）
及び路上での弁操作等に従事し
た職員
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カ　その他の手当（２３年４月１日現在）

宿日直手当

内容及び支給単価

同じ

通勤手当

家賃23,000円以下は家賃か
ら12,000円を控除した額
家賃23,000円以上は家賃か
ら23,000を控除した額×１／
２＋11,000円
（限度額27,000円）

269,925

627

国の制度と
異なる内容

円千円

1,053

2,160

円

須坂市臥竜公園管理事務所に
おける当直の業務5,100円
上記以外　4,200円

同じ

異なる 円

国：
交通用具
使用者：
5km以上
10km未満
4,100円

支給職員１人当たり
平均支給年額

（平成２２年度決算）

円同じ 4,288 306,250

千円 351,000

千円 36,835

交通機関等利用者：
運賃等相当額
（１か月当たりの運賃等相当
額が55,000円を超えるとき
は、
１か月当たり55,000円）

交通用具使用者：
片道
2km以上5km未満　2,200円
5km以上6km未満　4,100円
6km以上10km未満
　越える距離1km毎に
　200円を4,100円に加算
10km以上15km未満6,500円
15km以上20km未満8,900円
20km以上25km未満11,300
円
25km以上30km未満13,700
円
35km以上40km未満18,500
円
40km以上45km未満20,900
円

国の制度と
の異同

支給実績
(平成２２年度決算）

扶養手当

手当名

住居手当

配偶者　　　　　　13,000円
１人目、２人目　　6,500円
配偶者のいない職員の扶養
親族のうち１人目　11,000円
その他　　　　　　　5,000円
※16歳になる年度初めから
22歳になる年度末までの子
に対する扶養手当は
5,000円を加算した額

千円
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千円 72,8961,677

11月から翌年の３月までの
期間支給

扶養親族のある世帯主
　　　　　　　　月額17,800円
その他の世帯主
　　　　　　　　月額10,200円
その他の職員
　　　　　　　　月額 7,360円

同じ

管理職手当

部長等
　　66,200円
課長等
　　54,300～52,300円
現地機関の長等
　　41,400～38,100円

異なる

円1,419 千円 709,014

同じ -

管理職特別勤務手当 円

休日勤務手当
勤務１時間当たりの給与額
　　　　　　　　　　×135／100

- 千円 -

-

部長等　8,000円
課長等　6,000円
現地機関の長等　4,000円

千円

円夜間勤務手当
勤務１時間当たりの給与額
　　　　　　　　　　× 25／100

同じ

（国：管理
職員特別
勤務手当）
1種
　12,000円
2種
　10,000円
3種
　 8,500円
4種
　 7,000円
5種
　 6,000円

- 円

- 千円

円

円寒冷地手当

災害派遣手当 - 千円

災害応急対策又は災害復旧の
ため国又は他の地方公共団体
から派遣された職員で住所又
は居所を離れて本市の区域に
滞在することを要する者に支給

公の施設又はこれに準ずる
施設　　　　　　日額3,970円

その他の施設
30日以内の期間
　　　　　　　　　　日額6,620円
30日を超え60日以内の期間
　　　　　　　　　　日額5,870円
60日を超える期間
　　　　　　　　　　日額5,140円

異なる -無
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